
 

News Release                   2007 年 6 月 28 日 

 

定款の一部変更に関する開示事項の訂正 

当社は、本日（6 月 28 日）開催の第 66 期定時株主総会に「定款の一部変更」議案を付議しており

ましたが決議の結果ご承認にいたりませんでした。よって平成 19 年 5 月 9日に開示いたしました「定

款の一部変更に関するお知らせ」を下記のように訂正し現行定款とおりといたします。 

記 

(訂正前)                                （下線部分は、変更箇所を示しております。） 

現行定款 変更案 

＜新設＞ （買収防衛策の導入、変更、廃止等） 

第17条 当会社の株式の大規模買付行為への対

応策（買収防衛策）は、株主総会の決議により導

入、変更、更新をすることができる｡ 

②当会社は、前項対応策の有効期間満了前であっ

ても、株主総会もしくは取締役会のいずれかの決議

によって対応策を廃止することができる。 

 

(訂正後)                                （下線部分は、変更箇所を示しております。） 

現行定款 変更案 

＜新設＞ 新設せず 

 

（以下条数繰り下げせず） 

 

補足 

本日開催の第 66 期定時株主総会において、第 11 号議案「当会社の株式の大規模買付行為に関する

対応策（買収防衛策）の導入の件」が承認可決され、効力が生じましたのでお知らせいたします。 

なお、詳細につきましては、平成 19 年 3 月 26 日付プレスリリース「会社の支配に関する基本方針

及び 当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）について」をご覧ください。 

当社ホームページ http:// www.yuden.co.jp/jp/release/pdf/pdf_470.pdf に掲載しております。         

 

以上         
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